
178

文化・スポーツ推進課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

1,492,370 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 13時30分

選定理由

　本業務は、文化パルク城陽開館２０周年を記念して実施する記念式典及び記念講演会における司会の依頼・調整、講師の依頼・調整、会場の設営等を委託

するものである。

　本業務は、当該式典の運営全般を委託するものであり、多種多様な業務内容であることから、文化パルク城陽の管理運営はもとより文化事業の実施全般に

精通している必要がある。公益財団法人城陽市民余暇活動センターは、文化パルク城陽の指定管理者として管理運営を熟知し、文化パルク城陽を使用して日

常的に事業を展開しているほか、前回１０周年記念式典の実績を有しており、本業務を適切に実施することの出来る唯一の業者であることから、当該法人と

随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

公益財団法人城陽市民余暇活動センター

入札（見積）結果公表台帳

物品関係

事業名

文化パルク城陽開館２０周年記念式典業務

委託

所管課

公益財団法人城陽市民余暇活動センター ――――――――――――――――
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額
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京都府城陽市寺田今堀１

公益財団法人城陽市民余暇活動センター

理事長　安藤　洋二

(2) 契 約 金 額

1,611,759

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 119,389
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平 成 27 年 (2015 年 ） 7 月 16 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 7 月 3 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 7 月 15 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 7 月 16 日

平成 27年 (2015年） 12月 25日

文化パルク城陽　プラムホール等
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